
　

新
潟
県
法
人
会
連
合
会
の
運
営
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
深
い
ご

理
解
と
絶
大
な
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

当
会
で
は「
法
人
会
の
理
念
」で
あ
る「
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
企
業
の
発
展
を
支
援
し
、
地
域
の
振
興
に
寄
与
し
、

国
と
社
会
の
繁
栄
に
貢
献
す
る
経
営
者
の
団
体
」
と
し
て
積
極
的

に
各
種
事
業
活
動
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ

う
し
た
活
動
を
一
層
充
実
し
た
も
の
と
す
る
た
め
に
も
組
織
・
財

政
基
盤
の
確
保
・
強
化
の
た
め
の
活
動
を
展
開
し
て
い
く
と
と
も

に
、
会
員
相
互
の
交
流
を
一
層
深
め
協
力
体
制
の
確
立
を
図
っ
て

お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
緊
迫
す
る
海
外
情
勢
は
続

き
、
米
国
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
就
任
と
そ
れ
に
伴
う
相
互
関
税
政

策
や
、
国
内
で
は
女
性
初
の
総
理
大
臣
の
誕
生
か
ら
の
政
局
、
物

価
高
騰
、
人
口
減
少
・
人
手
不
足
な
ど
企
業
経
営
を
取
り
巻
く
環

境
は
一
段
と
厳
し
さ
を
増
し
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
な
時
代
に
あ
っ
て
こ
そ
、
法
人
会
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
一
層

重
要
性
を
帯
び
て
お
り
ま
す
。
税
知
識
の
普
及
啓
発
、
健
全
な
企

業
経
営
の
推
進
、
地
域
と
の
協
働
に
よ
る
公
益
活
動
な
ど
、
中
小

企
業
の
活
性
化
や
地
域
社
会
の
発
展
に
寄
与
で
き
る
事
業
を
継
続

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
法
人
会
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
人
手
不
足
が
深
刻
化

す
る
中
、
業
務
効
率
化
・
生
産
性
向
上
の
た
め
の
Ｄ
Ｘ
化
が
必
須

と
な
っ
て
き
て
お
り
、当
会
と
し
て
も
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
、キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
納
付
に
関
係
団
体
と
協
力
を
し
て
、
全
力
に
取
り
組
ん
で
き

て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
納
税
者
及
び
す
べ
て
の
関
係
者
の

負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
デ
ジ
タ
ル
感
度
を
高

め
る
た
め
の
活
動
に
注
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

結
び
に
、
会
員
企
業
の
皆
様
の
ご
繁
栄
と
、
地
域
経
済
の
さ
ら
な

る
発
展
を
祈
念
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
、
皆
様
の
温

か
い
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

�

会

長
　
　
　
並
木
　
富
士
雄

ご
あ
い
さ
つ
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令
和
８
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言

（
要
約
）

《
基
本
的
な
課
題
》

Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方　

・�

日
本
で
も
「
金
利
の
あ
る
世
界
」
に
回

帰
し
た
経
済
環
境
を
考
慮
し
、
金
融
市

場
の
動
向
も
見
据
え
た
税
・
財
政
運
営

が
欠
か
せ
な
い
。

１
．
財
政
健
全
化
に
向
け
て

・�

今
後
、
大
規
模
な
自
然
災
害
や
新
た
な

感
染
症
の
拡
大
等
、
有
事
の
際
に
は
膨

大
な
財
政
需
要
が
発
生
す
る
こ
と
も
想

定
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
事
態
が
起
き
た

場
合
で
も
、
機
動
的
な
財
政
出
動
を
可

能
に
す
る
た
め
に
財
政
健
全
化
は
必
要

な
取
り
組
み
で
あ
る
。

⑴‌�

参
院
選
に
向
け
た
物
価
高
対
策
の
公
約

と
し
て
、「
消
費
税
減
税
」
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
た
が
、
消
費
税
率
を
引
き

下
げ
た
場
合
の
減
税
分
は
別
の
財
源
を

確
保
す
る
か
、
結
局
は
国
債
に
頼
ら
ざ

る
を
得
な
く
な
る
。
物
価
高
対
策
や
低

所
得
者
対
策
は
消
費
税
減
税
で
対
応
す

る
の
で
は
な
く
、
真
に
支
援
が
必
要
な

人
に
限
定
し
た
給
付
措
置
が
望
ま
し
い
。

⑵‌�

「
こ
ど
も
・
子
育
て
政
策
」
の
財
源
は

歳
出
改
革
に
加
え
、
医
療
保
険
料
に
上

乗
せ
し
て
徴
収
す
る
「
支
援
金
制
度
」

な
ど
で
賄
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
う
し

た
支
援
金
制
度
は
社
会
保
険
料
を
少
子

化
対
策
に
充
て
る
実
質
的
な
「
隠
れ
増

税
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、

歳
出
改
革
が
想
定
通
り
に
行
わ
れ
な
け

れ
ば
、
結
局
は
国
債
頼
み
と
な
り
か
ね

な
い
。

⑶‌�

防
衛
力
の
抜
本
強
化
で
は
防
衛
費
を

２
０
２
７
年
度
ま
で
の
５
年
間
で
総
額

43
兆
円
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る

が
、
大
半
が
歳
出
改
革
や
決
算
剰
余
金

の
活
用
で
財
源
を
捻
出
す
る
こ
と
と
し

て
お
り
、
財
源
と
し
て
の
安
定
性
を
欠

い
て
い
る
。
日
本
を
取
り
巻
く
安
全
保

障
環
境
が
厳
し
さ
を
増
す
中
で
、
着
実

に
防
衛
力
を
強
化
す
る
た
め
に
も
安
定

財
源
の
確
保
が
重
要
で
あ
る
。

２
．�

社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考

え
方

・�

中
小
企
業
の
社
会
保
険
料
負
担
は
年
々

増
加
し
て
お
り
、
事
業
主
へ
の
過
度
な

保
険
料
負
担
を
抑
制
し
つ
つ
、
女
性
の

就
労
や
人
材
確
保
の
観
点
か
ら
、
配
偶

者
控
除
や
第
３
号
被
保
険
者
制
度
の
問

題
を
含
め
、
税
と
社
会
保
障
を
一
括
し

て
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴‌�

い
わ
ゆ
る
「
１
０
６
万
円
の
壁
」
へ
の

対
応
と
し
て
、
扶
養
か
ら
外
れ
る
人
の

保
険
料
の
一
部
を
勤
務
先
が
負
担
す
る

場
合
、
国
が
上
限
を
設
け
て
助
成
す
る

等
の
「
保
険
料
負
担
軽
減
措
置
」
が
設

け
ら
れ
て
い
る
が
、
一
時
的
な
措
置
に

と
ど
ま
っ
て
お
り
、
安
定
的
な
制
度
の

構
築
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵‌�

公
的
年
金
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
の

積
立
金
を
財
源
に
充
当
す
る
基
礎
年
金

の
底
上
げ
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
抜
本

的
な
制
度
改
革
は
、
老
後
の
生
活
設
計

に
影
響
す
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
省
庁
間

の
壁
を
取
り
払
い
、
与
野
党
が
一
体
と

な
っ
て
幅
広
く
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶‌�

少
子
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
現
金
給
付

よ
り
も
保
育
所
や
学
童
保
育
等
の
環
境

　

各
県
連
か
ら
の
「
令
和
８
年
度
税
制
改
正
要
望
」
を
踏
ま
え
て
「
令
和
８
年
度
税
制
改
正
に
関
す

る
提
言
」
が
９
月
26
日
開
催
の
全
法
連
理
事
会
に
お
い
て
決
議
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
、
全
法
連
で
は
、
10
月
か
ら
11
月
に
か
け
て
、
財
務
省
・
中
小
企
業
庁
・
総
務
省
、

さ
ら
に
自
民
党
・
公
明
党
・
立
憲
民
主
党
等
な
ど
各
政
党
宛
に
提
言
書
を
提
出
。

　

新
潟
県
連
で
は
、
各
単
位
会
の
会
長
・
税
制
委
員
長
ほ
か
、
役
員
の
方
々
の
協
力
を
得
て
、
新
潟

県
選
出
の
衆
参
両
院
、
国
会
議
員
９
名
及
び
県
知
事
・
県
議
会
議
長
・
市
長
・
市
議
会
議
長
計
21
自

治
体
42
名
の
方
々
に
提
言
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置
を
は
じ

め
、
事
業
承
継
に
関
す
る
税
制
の
創
設
・
行
政
改
革
の
徹
底
な
ど
を
強
く
求
め
ま
し
た
。

令
和
８
年
度
税
制
改
正
ス
ロ
ー
ガ
ン

○�

社
会
保
障
に
充
て
る
消
費
税
の
減
税
は
慎
重
な
検
討
が
必
要　

将
来
世
代
に
ツ
ケ
を
回
さ
な
い
仕

組
み
作
り
を
！

○
「
金
利
の
あ
る
世
界
」
へ
の
回
帰
を
踏
ま
え
、
金
融
市
場
の
動
揺
を
招
か
な
い
財
政
運
営
を
！

○
企
業
へ
の
過
度
な
社
会
保
険
料
負
担
を
抑
制
し
、
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置
を
！

○
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
を
確
立
し
、
地
域
経
済
と
雇
用
の
担
い
手
の
中
小
企
業
を
守
れ
！

「
令
和
８
年
度

�
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
活
動
」
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整
備
、
保
育
士
の
待
遇
改
善
な
ど
の
現

物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。

高
校
授
業
料
の
無
償
化
も
所
得
制
限
が

撤
廃
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
れ

は
国
会
審
議
で
予
算
を
成
立
さ
せ
る
た

め
、
少
数
与
党
が
野
党
の
要
求
を
受
け

入
れ
て
急
遽
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
高
校
授
業
料
無
償
化
に
伴

う
影
響
評
価
や
財
源
が
担
保
さ
れ
て
い

る
と
は
言
え
な
い
。
公
平
性
の
観
点
か

ら
も
課
題
を
残
し
て
お
り
、
与
野
党
に

よ
る
精
緻
な
議
論
を
求
め
た
い
。

⑷‌�

医
療
は
成
長
分
野
と
位
置
付
け
、
デ
ジ

タ
ル
化
対
応
な
ど
大
胆
な
規
制
改
革
を

進
め
る
。
ま
た
、
社
会
保
障
給
付
の
急

増
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
診
療
報
酬

（
本
体
）
の
配
分
等
を
見
直
す
と
と
も

に
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
（
後
発
医
薬
品
）

の
安
定
し
た
供
給
体
制
を
確
立
す
る
必

要
が
あ
る
。
薬
剤
費
を
抑
制
す
る
観
点

か
ら
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制

の
対
象
と
な
る
医
薬
品
な
ど
の
拡
充
も

欠
か
せ
な
い
。

⑸�

介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続

性
を
高
め
る
た
め
に
真
に
介
護
が
必
要

な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ
リ
ハ
リ

を
つ
け
、
医
療
と
同
様
に
公
平
性
の
視

点
か
ら
給
付
及
び
負
担
の
あ
り
方
を
見

直
す
。
ま
た
、生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、

高
齢
者
の
増
加
に
伴
っ
て
給
付
の
増
加

も
見
込
ま
れ
て
お
り
、
給
付
水
準
の
あ

り
方
な
ど
を
見
直
す
と
と
も
に
、
不
正

受
給
の
防
止
な
ど
厳
格
な
運
用
が
求
め

ら
れ
る
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底
等

・�

国
・
地
方
の
財
政
健
全
化
は
、
歳
出
・

歳
入
の
一
体
的
改
革
に
よ
っ
て
進
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
地
方
を
含
め
た
政

府
・
議
会
は
「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」

の
精
神
に
基
づ
き
、
自
ら
身
を
削
っ
て
行

政
改
革
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴‌�

国
･
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆

な
削
減
、
歳
費
の
抑
制
を
求
め
る
。
ま

た
、
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
（
旧
文
通

費
）
や
政
務
活
動
費
等
の
適
正
化
。

⑵‌�

厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地

方
公
務
員
の
効
率
的
な
要
員
配
置
と
、

能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
の
導
入
な

ど
に
よ
る
人
件
費
の
抑
制
。

⑶‌�

「
第
２
の
予
算
」
と
も
呼
ば
れ
る
特
別

会
計
と
各
省
庁
が
管
轄
す
る
独
立
行
政

法
人
の
無
駄
の
削
減
。

⑷‌�

官
業
に
対
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
（
計
画
・
実

行
・
評
価
・
改
善
）
サ
イ
ク
ル
を
確
立

し
、
事
業
の
チ
ェ
ッ
ク
等
を
継
続
的
に

実
施
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
ま
た
、
積

極
的
に
民
間
活
力
を
導
入
し
た
民
需
主

導
の
自
律
的
な
経
済
成
長
。

４
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

・�

政
府
は
引
き
続
き
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

の
意
義
を
周
知
す
る
と
と
も
に
、
行
政

事
務
の
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
に
資
す
る
等
、

そ
の
具
体
的
な
効
用
を
国
民
や
事
業
者

に
明
示
す
る
な
ど
し
て
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
利
用
拡
大
を
促
す
必
要

が
あ
る
。

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
電
子
認
証
に

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
有
効
期
限
が
設
定

さ
れ
て
お
り
、
行
政
窓
口
で
更
新
手
続

き
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
国
民
の
幅
広

い
利
用
を
促
進
す
る
た
め
に
も
周
知
徹

底
を
図
り
な
が
ら
、
更
新
手
続
き
の
簡

略
化
も
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
等
の
改
正
に
よ
っ
て

利
用
範
囲
は
一
部
拡
大
さ
れ
た
が
、
ど

こ
ま
で
広
げ
る
か
は
今
後
の
重
要
な
課

題
で
あ
る
。
す
で
に
年
金
や
給
付
金
な

ど
の
公
金
の
受
け
取
り
口
座
と
し
て
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
と
銀
行
口
座
を
紐
付
け
る

取
り
組
み
も
進
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
を

拡
大
し
て
世
帯
所
得
を
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
例
え
ば
経

済
対
策
で
支
援
が
必
要
な
困
窮
世
帯
に

限
定
し
て
現
金
を
給
付
す
る
措
置
を
講

じ
る
な
ど
の
効
率
化
も
可
能
と
な
る
。

５
．
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

・�

人
手
不
足
や
継
続
的
な
賃
上
げ
な
ど
中

小
企
業
が
抱
え
る
構
造
的
な
課
題
を
解

決
す
る
た
め
に
は
、
中
小
企
業
自
ら
の

経
営
改
革
も
重
要
に
な
る
。
そ
う
し
た

改
革
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
新
た
な

付
加
価
値
の
創
出
に
つ
な
が
る
よ
う
な

支
援
策
も
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
中
小

企
業
経
営
者
の
高
齢
化
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
中
で
、
中
小
企
業
が
保
有
す
る
独

自
の
技
術
や
サ
ー
ビ
ス
を
引
き
継
ぎ
、

地
域
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン（
供
給
網
）

機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の

事
情
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
事
業
承
継

を
後
押
し
す
る
必
要
が
あ
る
。

１
．�

中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制

措
置

⑴‌

法
人
税
率
に
つ
い
て

　

�　

近
年
、
大
法
人
に
適
用
さ
れ
る
法
人

税
率
の
引
き
上
げ
を
検
討
す
る
動
き
も

あ
る
が
、
不
透
明
な
経
済
情
勢
等
に
鑑
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み
、
慎
重
に
議
論
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。

⑵
法
人
税
率
の
軽
減
措
置

　

�　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率

の
特
例
15
％
を
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、
８
０
０
万
円

以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率

の
適
用
所
得
金
額
を
、
黒
字
中
小
企
業

の
平
均
所
得
を
踏
ま
え
１
，
６
０
０
万

円
程
度
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

⑶�

中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性

化
に
資
す
る
措
置

　

�　

中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活

性
化
に
資
す
る
税
制
措
置
に
つ
い
て

は
、
制
度
を
拡
充
し
た
う
え
で
本
則
化

す
る
こ
と
。

　

①�

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て

は
、
対
象
設
備
を
拡
充
し
た
う
え
、

中
小
企
業
の
厳
し
い
経
営
環
境
を
踏

ま
え
「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
。　

　

②�

少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の

損
金
算
入
の
特
例
措
置
に
つ
い
て

は
、
物
価
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
等

を
踏
ま
え
、
取
得
価
額
要
件
を
30
万

円
未
満
か
ら
50
万
円
未
満
に
引
き
上

げ
る
と
と
も
に
、
損
金
算
入
額
の
上

限
（
合
計
３
０
０
万
円
）
を
撤
廃
し

全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
こ
と
を
求

め
る
。
な
お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難

な
場
合
は
、
令
和
８
年
３
月
末
日
と

な
っ
て
い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る

こ
と
。

　

③�

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
た
め
の
、
き
め

細
や
か
な
財
政
・
税
制
支
援
が
必
要

で
あ
る
。

⑷�

中
小
企
業
等
の
設
備
投
資
支
援
措
置

　

�　
「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」
や
「
先

端
設
備
等
導
入
計
画
に
係
る
固
定
資
産

税
特
例
」
等
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て

は
、手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と
も
に
、

事
業
年
度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た

申
請
や
認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処

す
る
こ
と
を
求
め
る
。
な
お
、「
カ
ー

ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
投
資
促
進
税
制
」

は
、
令
和
８
年
３
月
末
日
が
適
用
期
限

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
適
用
期
限
を

延
長
す
る
こ
と
。

⑸
償
却
資
産
に
対
す
る
課
税
の
見
直
し

　

�　

固
定
資
産
税
に
お
け
る
償
却
資
産
に

対
す
る
課
税
は
、
企
業
の
設
備
投
資
意

欲
を
阻
害
す
る
要
因
と
も
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
諸
外
国
の
適
用
状
況
等
を

踏
ま
え
、
廃
止
を
含
め
て
抜
本
的
に
見

直
す
こ
と
。

⑹
中
小
企
業
の
事
務
負
担
軽
減

　

�　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
や
電
子
帳

簿
保
存
法
の
改
正
に
よ
る
電
子
デ
ー
タ

保
存
の
義
務
化
対
応
に
加
え
、
定
額
減

税
や
所
得
税
の
改
正
に
よ
り
、
源
泉
徴

収
事
務
や
年
末
調
整
事
務
が
毎
年
見
直

さ
れ
る
な
ど
、
事
業
者
の
事
務
負
担
、

納
税
協
力
コ
ス
ト
は
年
々
増
加
し
て
い

る
。
人
手
不
足
が
深
刻
化
す
る
中
に
お

い
て
、
こ
う
し
た
事
務
負
担
の
増
大
は

と
く
に
経
営
基
盤
が
決
し
て
強
固
で
は

な
い
中
小
企
業
に
と
っ
て
、
重
い
負
担

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
政
府
は
強
く
認

識
す
る
必
要
が
あ
る
。

２
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

⑴�

事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し

た
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設

　

�　

事
業
継
続
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て

は
、
事
業
従
事
を
条
件
と
し
て
他
の
一

般
資
産
と
は
切
り
離
し
、
非
上
場
株
式

を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽

減
あ
る
い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
を

求
め
る
。

⑵�
取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
の
見‌

直
し

　

�　

こ
の
度
、
会
計
検
査
院
は
国
税
庁
に

対
し
、
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
取
引

相
場
の
な
い
株
式
等
の
評
価
制
度
の
あ

り
方
に
つ
い
て
、
検
討
を
求
め
る
所
見

を
示
し
た
。
そ
の
評
価
制
度
を
見
直
す

に
あ
た
っ
て
は
、
取
引
相
場
の
な
い
株

式
は
上
場
株
式
と
異
な
り
、
換
金
性
に

乏
し
い
点
な
ど
も
総
合
的
に
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
。

⑶�

相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の

充
実

　

�　

特
例
承
継
計
画
の
提
出
期
限
（
令
和

８
年
３
月
末
日
）
と
特
例
制
度
の
適
用

期
限
（
令
和
９
年
12
月
末
日
）
が
近
づ

い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
期
限
の
延
長
を

求
め
る
。
な
お
、
期
限
が
延
長
さ
れ
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
措

置
は
使
い
勝
手
が
悪
く
適
用
件
数
が
低

調
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
一
般
措
置

の
適
用
要
件
（
対
象
株
数
、
納
税
猶
予

割
合
、
雇
用
確
保
要
件
等
）
を
大
幅
に

緩
和
す
る
こ
と
。

３
．
消
費
税
へ
の
対
応

⑴�

課
税
事
業
者
が
免
税
事
業
者
と
取
引
を

行
う
際
、
取
引
価
格
の
引
き
下
げ
や
取

引
の
停
止
な
ど
の
不
利
益
を
与
え
な
い

よ
う
、
実
効
性
の
高
い
対
策
を
講
じ
る

べ
き
で
あ
る
。

⑵�

免
税
事
業
者
等
か
ら
の
課
税
仕
入
れ
に

係
る
経
過
措
置
に
つ
い
て
、
小
規
模
事

業
者
等
が
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
よ
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う
、
80
％
控
除
で
き
る
期
間
を
当
面
の

間
、
延
長
す
る
こ
と
。

⑶�

小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
納
税
額
に
係

る
負
担
軽
減
措
置
（
２
割
特
例
）
に
つ

い
て
、
小
規
模
事
業
者
等
に
お
け
る
消

費
税
事
務
が
定
着
す
る
ま
で
当
面
の

間
、
延
長
す
る
こ
と
。

⑷�

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上

げ
や
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
に
伴
っ

て
よ
り
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

消
費
税
の
制
度
、
執
行
面
に
お
い
て
、

さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

Ⅲ
．
地
方
の
あ
り
方

・�

地
方
経
済
の
活
力
を
今
後
も
維
持
し
な

が
ら
、
地
方
の
活
性
化
を
促
す
た
め
に

は
東
京
一
極
集
中
の
是
正
が
急
務
で
あ

る
。
地
方
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や

強
み
を
生
か
し
た
活
性
化
戦
略
を
練
り

上
げ
、
民
間
主
体
の
創
意
工
夫
を
駆
使

す
る
こ
と
で
新
た
な
地
場
技
術
や
ビ
ジ

ネ
ス
手
法
を
開
発
し
て
い
か
な
け
れ

ば
、
地
方
独
自
の
真
の
活
性
化
に
は
つ

な
が
ら
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

⑴�

地
方
創
生
を
巡
っ
て
は
、
利
用
状
況
が

低
調
な
地
方
拠
点
強
化
税
制
を
見
直
す

な
ど
、
さ
ら
な
る
本
社
機
能
移
転
を
促

進
す
る
と
と
も
に
、
地
元
の
特
性
に
根

差
し
た
技
術
の
活
用
や
地
元
大
学
と
の

連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積
づ
く
り
や

人
材
の
育
成
、
地
元
商
店
街
の
活
性
化

等
、
実
効
性
の
あ
る
改
革
を
実
行
す
る

必
要
が
あ
る
。
中
小
企
業
の
事
業
承
継

は
地
方
創
生
戦
略
と
の
観
点
か
ら
も
重

要
だ
と
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵�

地
方
自
治
体
は
、
広
域
行
政
に
よ
る
効

率
化
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

基
礎
自
治
体
（
人
口
30
万
人
程
度
）
の

拡
充
を
図
り
、
財
政
基
盤
の
強
化
に
つ

な
げ
な
が
ら
行
政
能
力
の
向
上
に
資
す

る
施
策
を
求
め
る
。

⑶�

ふ
る
さ
と
納
税
は
、
寄
付
先
を
納
税
者

の
出
身
自
治
体
に
限
定
す
る
な
ど
、
さ

ら
な
る
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。ま
た
、

必
要
経
費
は
寄
付
総
額
の
５
割
以
下
と

す
る
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
よ

り
多
く
の
寄
付
金
が
寄
付
し
た
地
域
の

た
め
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
事
務
手
数

料
の
あ
り
方
等
を
含
め
、
制
度
設
計
の

見
直
し
が
欠
か
せ
な
い
。

Ⅳ
．
自
然
災
害
へ
の
対
応

・�

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証

し
、
予
算
の
執
行
を
効
率
化
す
る
と
と

も
に
、
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て

引
き
続
き
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
最
近
で
は
能
登
半
島
地

震
を
は
じ
め
、
大
き
な
地
震
や
台
風
な

ど
の
大
規
模
な
自
然
災
害
が
相
次
い
で

発
生
し
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
の
対

応
な
ど
を
踏
ま
え
、
被
災
者
の
立
場
に

立
っ
た
適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ
る

措
置
を
講
じ
、被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・

復
興
等
に
向
け
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

・�

政
府
と
自
治
体
は
自
然
災
害
等
の
緊
急

事
態
に
備
え
る
企
業
の
危
機
管
理
と
し

て
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継
続
計
画
）
の
策

定
を
さ
ら
に
促
す
た
め
、
税
財
政
を
通

じ
た
支
援
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

Ⅴ
．
そ
の
他

１
．
納
税
環
境
の
整
備

２
．
環
境
問
題
へ
の
対
応

３
．
租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

法
人
税
関
係

１
．
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

⑴‌�

役
員
給
与
は
損
金
算
入
と
す
べ
き

⑵‌�

同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算

入
を
認
め
る
べ
き

２
．�

中
小
企
業
向
け
賃
上
げ
促
進
税
制
の

適
用
要
件
緩
和

３
．�

中
小
企
業
の
欠
損
金
繰
戻
還
付
制
度

の
見
直
し

所
得
税
関
係

１
．�

基
幹
税
と
し
て
の
所
得
再
分
配
機
能

の
回
復

２
．
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

３
．
個
人
住
民
税
の
均
等
割

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

１
．
相
続
税
の
基
礎
控
除
の
見
直
し

２
．
贈
与
税
の
基
礎
控
除
の
引
き
上
げ

地
方
税
関
係

１
．
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

２
．
事
業
所
税
の
廃
止

３
．
超
過
課
税

４
．
法
定
外
目
的
税

そ
の
他

１
．
印
紙
税
の
廃
止

２
．
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

３
．
電
子
申
告
の
促
進

４
．
森
林
環
境
税
の
検
証
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経理担当の方へ

～～ 銀銀行行やや税税務務署署でで納納付付すするる必必要要ががななくくななりりまますす ～～

ダダイイレレククトト納納付付をを利利用用ししままししょょうう！！

現現金金納納付付かかららのの

卒卒業業ををササポポーートト

○ いつでも手続き可能 ～急に銀行等に行けなくなっても安心～

○ 現金取扱いが不要 ～納付がスマートに～

○ 指定日に自動的に引き落とし ～口座残高を確認するだけ～

[パターン１] 

○ まずは税理士に相談

[パターン２]

○ ダイレクト納付利用届出書を提出
※ 届出書の提出後、1か月程度で利用可能

○ 体験コーナーでお試し

○ e-Tax画面からダイレクト納付手続(約1分)

利用は簡単！

パパタターーンン１１ 税税理理士士ににおお願願いいすするる

ダイレクト納付の３大メリット

受信通知から

ダイレクト納付手続き

引き落とし日を指定

税税 理理 士士

e-Taxで申告

経経理理担担当当

納税額と納付指定日

を通知

納付日を指定

※
経経理理担担当当

ｅ－Ｔａｘを利用するための、

ＩＤとＰＷが必要です。

わからない場合は税理士さんから

教えていただく必要があります。

パパタターーンン２２ 経経理理担担当当がが手手続続ききすするる

受信通知
e-Tax申告後、

受信通知が届く
自動ダイレクトにチェック

又は、送信後、受信通知から

引き落とし日を指定

口座残高を

インターネット等で確認

体験コーナーダイレクト納付

利用届出書

関東信越国税局・税務署 （令和７年８月）
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【提出先】 

一般社団法人 新潟県法人会連合会 

MailTo:niigata@lagoon.ocn.ne.jp 

FAX:025-225-5699 

https://forms.gle/VNZ3W4Nz15n5nHMu9  
法人会名  

会 社 名  

担当者名  

連 絡 先 
TEL  

メール  

 

e-Tax (国税)・eLTAX(地方税) の利用状況に関するアンケート 
 

 県内法人会では人手不足が深刻化する中、効率化のためのデジタル化の一環として e-Tax、キャッシュレス納付に

取り組んでおり、着実に実績を上げております。更なる改善を行うにあたり、会員企業様宛て、e-Tax ・eLTAXの利

用状況やご要望、ご意見などを確認するためのアンケートを実施しております。回答未了の会員企業様、及び一般企

業様から、メール、FAX、または Webで新潟県法人会連合会でもご回答をお受けいたしますので、ご協力をお願いし

ます。該当項目に☑を記入下さい。 

１．e-Tax（国税）について＜申告所得税、源泉所得税など＞ 

①  e-Taxを利用している（税理士が申請）    

  e-Taxを利用している（経理担当者が申請）    

  利用していない   関心があるので詳しい説明を希望する 

 

②  書類を e-Taxで送付している    

  書類を郵送または持参している    

 

③  キャッシュレス納付を利用している    

  
金融機関窓口を利用している 

  キャッシュレス納付に関心があるので詳しい説

明を希望する 

 

２．eLTAX（地方税）について＜市・県民税など＞ 

①  eLTAXを利用している（税理士が申請）    

  eLTAXを利用している（経理担当者が申請）    

  利用していない   関心があるので詳しい説明を希望する 

 

②  書類を eLTAXで送付している    

  書類を郵送または持参している    

 

③  キャッシュレス納付を利用している    

  
金融機関窓口を利用している 

  キャッシュレス納付に関心があるので詳しい説

明を希望する 

 

３．その他の申告・申請等について質問があればご記入ください 

 

 

ご協力ありがとうございました 



新潟 令和８年２月20日

8

　

令
和
７
年
度
通
常
総
会
が
、
令
和
７
年

６
月
16
日
（
月
）
ホ
テ
ル
イ
タ
リ
ア
軒
に

て
開
催
さ
れ
た
。

　

本
通
常
総
会
で
は
、
令
和
６
年
度
事
業

報
告
・
決
算
承
認
、
令
和
７
年
度
事
業
計

画
・
収
支
予
算
報
告
、
及
び
任
期
満
了
に

伴
う
役
員
選
任
議
案
の
審
議
が
行
わ
れ
た
。

　

そ
の
後
、「
関
東
信
越
国
税
局
長
感
謝

状
贈
呈
式
」、「
全
法
連
功
労
者
表
彰
伝
達

式
」、「
県
連
功
労
者
表
彰
式
」「
ｅ
‒
Ｔ
ａ
ｘ

推
進
表
彰
式
」「
福
利
厚
生
制
度
推
進
表

彰
式
」
を
行
い
、
各
表
彰
受
賞
者
に
対
し

て
、
表
彰
状
が
授
与
さ
れ
た
。

「
第
13
回
通
常
総
会
」開
催

連
斎
藤
会
長
に
よ
る
主
催
者
挨
拶
、
国
税

庁
江
島
長
官
、
そ
の
他
の
主
賓
か
ら
の
祝

辞
が
述
べ
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
、
各
種
表
彰
制
度
表
彰
会
の
紹

介
・
代
表
県
連
へ
の
表
彰
状
授
与
、令
和
８

年
度
の
税
制
改
正
提
言
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。

　

続
い
て
、
立
川
法
人
会
青
年
部
に
よ
る

租
税
教
育
活
動
報
告
、
世
田
谷
法
人
会
青

年
部
に
よ
る
健
康
経
営
活
動
報
告
の
後
、

税
制
改
正
提
言
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
大
会

宣
言
が
行
わ
れ
た
。

　

第
三
部
で
は
立
食
形
式
で
の
懇
親
会
が

ザ　

ク
ラ
ウ
ン
パ
レ
ス　

新
阪
急
高
知
で

開
催
さ
れ
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
法
人
会

員
が
懇
親
を
深
め
た
。

　

令
和
７
年
10
月
16
日
（
木
）、
高
知
市

の
「
高
知
県
立
県
民
文
化
ホ
ー
ル
」
に
お

い
て
、法
人
会
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。

全
国
の
法
人
会
会
員
約
１
，６
０
０
名
が

参
加
、
新
潟
県
連
か
ら
11
名
参
加
し
た
。

　

第
一
部
は
、
元 

ロ
ー
ソ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン 

社
長
、
一
般
社
団
法
人
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
ソ
ー

シ
ャ
ル
デザ

イ
ン
協
会　

名
誉
顧
問　

都

築
冨
士
男
氏
に
よ
り
「
変
化
の
時
代
の
経

営
、
危
機
を
チ
ャ
ン
ス
に
」
と
題
し
て
自

ら
の
体
験
に
よ
る
日
本
を
代
表
す
る
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
チ
ェ
ー
ン
を
急
成
長
さ
せ
た

再
建
秘
話
な
ど
が
披
露
さ
れ
た
。

　

第
二
部
は
大
会
式
典
が
行
わ
れ
、
高
知

県
連
山
元
会
長
に
よ
る
開
会
挨
拶
、
全
法

第
41
回
法
人
会
全
国
大
会（
高
知
大
会
）開
催

通常総会で挨拶する並木会長

全国大会で挨拶する全法連　斎藤会長

江島国税庁長官からの祝辞

全法連功労者表彰伝達
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令
和
８
年
２
月
５
日
（
木
）、
Ａ
Ｎ
Ａ

ク
ラ
ウ
ン
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
新
潟
に
お
い
て
、

関
東
信
越
国
税
局
幹
部
と
県
連
役
員
と
の

協
議
会
を
開
催
し
た
。
関
東
信
越
国
税
局

か
ら
國
見
課
税
第
二
部
次
長
、
他
２
名
の

幹
部
の
方
々
、
新
潟
税
務
署
か
ら
伏
木
署

長
、
他
３
名
の
幹
部
の
方
々
が
出
席
、
県

連
か
ら
並
木
会
長
は
じ
め
副
会
長
、
理
事
、

監
事
30
名
が
出
席
し
た
。
並
木
会
長
は
、

冒
頭
挨
拶
で
「
税
務
当
局
の
皆
様
と
法
人

会
役
員
が
、
情
報
交
換
・
意
見
交
換
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
課
題
を
共
有
し
、
今
後

に
向
け
て
さ
ら
に
連
携
を
深
め
て
い
く
こ

と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
本
協
議
会
を
有

意
義
に
活
用
願
い
た
い
」
と
述
べ
た
。
会

議
で
は
国
税
局
か
ら
「
添
付
書
類
も
含
め

た
ｅ
‒
Ｔ
ａ
ｘ
の
普
及
・
定
着
及
び
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
納
付
の
利
用
拡
大
な
ど
の
電
子

化
に
向
け
た
取
組
」「
会
員
の
動
向
と
会

員
増
強
の
問
題
点
及
び
退
会
防
止
に
向
け

た
活
動
状
況
」「
租
税
教
育
事
業
の
活
動

状
況
（
租
税
教
室
講
師
派
遣
・
絵
は
が
き

コ
ン
ク
ー
ル
）」
の
３
項
目
に
つ
い
て
単
位

会
か
ら
の
要
望
等
へ
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
各
単
位
会
の
活
動
状
況
等
を

踏
ま
え
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
、
意
見
交
換

が
行
わ
れ
た
。

国
税
局
幹
部
と
の
協
議
会
開
催

国税局幹部との協議会國見次長挨拶

　
「
特
別
講
演
会
と
年
末
懇
親
パ
ー

テ
ィ
ー
」
が
令
和
７
年
12
月
２
日
（
火
）

公
益
社
団
法
人
新
潟
法
人
会
と
の
共
催
に

よ
り
、
Ａ
Ｎ
Ａ
ク
ラ
ウ
ン
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル

新
潟
で
開
催
さ
れ
た
。

　

講
師
は
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
で
ア
イ
モ
バ
イ

ル
社
外
取
締
役　

崔　

真
淑
氏
。
テ
ー
マ

は
「
地
方
経
済
の
今
～
経
済
学
か
ら
考
え

る
地
域
活
性
化
～
」
と
し
て
、
日
本
・
地

域
経
済
の
現
状
、
地
方
経
済
の
課
題
と
し

て
の
人
口
減
少
・
流
出
へ
の
対
応
策
、
中

小
企
業
の
課
題
と
し
て
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
重
要
性
な
ど
実
例
を
示
し
な
が
ら
、

興
味
深
い
お
話
を
い
た
だ
い
た
。

　

特
別
講
演
会
後
、
年
末
懇
親
パ
ー

テ
ィ
ー
が
開
催
さ
れ
、
県
内
各
地
か
ら
参

加
さ
れ
た
方
々
の
異
業
種
交
流
の
場
と
し

て
大
い
に
盛
り
上
が
り
、
１
年
を
締
め
く

く
っ
た
。

特
別
講
演
会
お
よ
び
年
末
懇
親
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催

並木会長開会挨拶

講演中の崔真淑氏
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単
位
会 

活
動
紹
介

県
内
各
単
位
会
の
青
年
部
員
の
皆
さ

ま
、
新
津
税
務
署　

大
溪
芳
彦
署
長
、

新
潟
市　

中
原
八
一
市
長
、
五
泉
市　

田
邊
正
幸
市
長
、
阿
賀
町　

野
村
秀
幸

副
町
長
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
来
賓

を
お
迎
え
し
、
盛
大
な
会
と
な
り
ま
し

た
。

　

記
念
講
演
は
、
講
師
に
林
妙
さ
ん
を

お
迎
え
し
、「
従
業
員
の
高
齢
化
と
労

災
防
止
に
役
立
つ
健
康
経
営
〜
足
か
ら

　

令
和
７
年
10
月
９
日
（
木
）、
五
泉

市
の
「
ガ
ー
デ
ン
ホ
テ
ル　

マ
リ
エ
ー

ル
」
を
会
場
に
、
新
津
法
人
会
青
年
部

創
立
30
周
年
記
念
式
典
と
第
41
回
県
連

青
年
部
会
合
同
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
い
た
し

ま
し
た
。新
津
法
人
会
青
年
部
の
Ｏ
Ｂ
、

新
津
法
人
会

「
県
連
青
連
協
合
同
セ
ミ
ナ
ー
」

中原市長祝辞

記念講演　林妙さん

よさこいの舞

企
業
の
あ
し
た
を
変
え
る
！
転
ば
な
い

足
づ
く
り
〜
」
と
題
し
た
、
青
年
部
が

取
り
組
ん
で
い
る
健
康
経
営
に
ち
な
ん

だ
楽
し
い
講
演
と
な
り
ま
し
た
。

　

懇
親
会
で
は
、
五
泉
の
特
産
品
の
、

鯉
の
あ
ら
い
、
レ
ン
コ
ン
チ
ッ
プ
ス
、

の
っ
ぺ
な
ど
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
迫
力

あ
る
演
舞
、
華
や
か
な
よ
さ
こ
い
の
舞

に
、
阿
賀
町
の
清
酒　

麒
麟
山
の
試
飲

30 周年記念式典

会
が
行
わ
れ
、
楽
し
く
、
交
流
の
輪
を

広
げ
た
懇
親
会
と
な
り
ま
し
た
。
お
集

り
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
、
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

次
回
の
青
年
部
合
同
セ
ミ
ナ
ー
は
、

新
潟
市
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
新
潟
市
で

皆
さ
ま
に
会
え
る
こ
と
を
心
待
ち
に
し

て
お
り
ま
す
。
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県
連
女
連
協

合
同
セ
ミ
ナ
ー
in
三
条
を

開
催 単

位
会 

活
動
紹
介

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
25
人
の
部
会
員
が

運
営
に
当
た
り
、
総
勢
１
２
６
人
の
皆

様
か
ら
式
典
や
講
演
会
、
懇
親
会
に
ご

参
加
を
い
た
だ
き
盛
大
に
交
流
を
深
め

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

樋
口
県
連
女
連
協
会
長
の
主
催
者
挨

拶
で
始
ま
っ
た
式
典
に
は
、
来
賓
と
し

て
北
上
幸
夫
三
条
税
務
署
長
を
始
め
三

条
市
、
加
茂
市
、
見
附
市
の
市
長
、
田

上
町
長
、
県
連
会
長
ら
か
ら
ご
臨
席
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

記
念
講
演
会
で
は
、
見
附
市
出
身
の

　

第
20
回
を
迎
え
る
新
潟
県
法
人
会
連

合
会
女
性
部
会
連
絡
協
議
会
合
同
セ
ミ

ナ
ー
が
令
和
７
年
10
月
24
日
（
金
）、

15
年
ぶ
り
に
三
条
法
人
会
女
性
部
会

（
部
会
長 

坂
田
光
子
）
が
主
管
し
て
、

三
条
市
、
ジ
オ
・
ワ
ー
ル
ド 

ビ
ッ
プ
で

る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
披
露
さ
れ
、
セ

ミ
ナ
ー
の
結
び
に
は
、
次
回
開
催
を
主

管
す
る
新
発
田
法
人
会
女
性
部
の
皆
さ

ん
が
多
く
の
来
場
を
呼
び
掛
け
ま
し
た
。

　

ご
来
賓
を
始
め
、
参
加
者
の
皆
様
、

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
も
登
場
し
た
物
産
コ
ー

ナ
ー
出
店
企
業
様
、
セ
ミ
ナ
ー
開
催
に

際
し
ご
協
力
い
た
だ
い
た
関
係
の
皆
様

に
は
、心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ス
パ
イ
ス
料
理
研
究
家
、
一
条
も
ん
こ
氏

に
よ
り
、「
あ
し
た
の
カ
レ
ー
～
ス
パ

イ
ス
料
理
と
健
康
～
」
を
テ
ー
マ
に
講

演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
一
条
氏
は
、「
ス

パ
イ
ス
に
は
健
康
に
影
響
し
な
い
も
の

は
な
い
。
一
摘
み
で
し
っ
か
り
発
汗
、

胃
腸
に
届
く
。
カ
レ
ー
を
食
べ
る
人
は

元
気
。
ス
パ
イ
ス
中
心
の
仕
事
を
し
て

き
て
デ
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
た
こ
と
は
な

い
」
と
し
ま
し
た
。

　

交
流
会
に
移
っ
て
か
ら
は
、
三
線
愛

好
家
の
き
よ
里
（
き
よ
さ
と
）
氏
に
よ

一条もんこ氏の講演

樋口宏子県連女連協会長の主催者挨拶

坂田光子部会長の挨拶

集合写真
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税務研修会　本田調査査察部次長　挨拶

税務研修会　風景

調
査
課
所
管
法
人
税
務
研
修
会

編集後記

　
前
回
の
表
紙
で
は
、
佐
渡
金
銀
山
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
に
ち
な
み
朱
鷺

の
写
真
を
使
用
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
村
上
大
祭
の
屋
台
行
事
が
ユ
ネ
ス
コ

無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
屋
台
行
事
の
写
真
を
採
用
し
て

い
ま
す
。
新
潟
県
に
は
「
小
千
谷
縮
・
越
後
上
布
」
や
「
綾
子
舞
」「
大
の
坂
」

な
ど
、
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
伝
統
技
術
・
芸
能
も
あ
り
、
世

界
に
認
め
ら
れ
る
文
化
や
行
事
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
い

た
し
ま
し
た
。

　
物
価
高
騰
や
人
手
不
足
な
ど
、先
行
き
の
見
え
に
く
い
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

温
故
知
新
の
心
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
創
造
や
課
題
へ

の
挑
戦
に
引
き
続
き
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。�

（
小
田
）

　

関
東
信
越
国
税
局
調
査
課
所
管
法
人

（
資
本
金
1
億
円
以
上
の
企
業
）
を
対
象

と
す
る
、
税
務
研
修
会
が
令
和
７
年
11
月

5
日
（
水
）
Ａ
Ｎ
Ａ
ク
ラ
ウ
ン
プ
ラ
ザ
ホ

テ
ル
新
潟
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
新
潟
県

内
対
象
企
業
か
ら
61
名
が
参
加
、
受
講
し

た
。
関
東
信
越
国
税
局
か
ら
調
査
査
察
部　

本
田　

次
長
ほ
か
４
名
の
講
師
の
方
々
を

迎
え
、
対
象
企
業
の
実
務
に
関
わ
る
実
践

的
な
研
修
が
行
わ
れ
た
。
テ
ー
マ
は
「
法

人
税
等
申
告
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
に

つ
い
て
」、「
電
子
帳
簿
保
存
法
に
つ
い

て
」、「
国
際
課
税
関
係
の
留
意
事
項
に
つ

い
て
」、「
輸
出
物
品
販
売
場
制
度
の
税
制

改
正
に
つ
い
て
」、「
法
人
税
関
係
の
税
制

改
正
に
つ
い
て
」
と
国
税
局
の
担
当
者
か

ら
直
接
具
体
的
な
事
柄
に
つ
い
て
説
明
が

な
さ
れ
た
。

令
和
７
年
度

「
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」入
賞
作
品

新
潟
県
連
女
連
協
会
長
賞

新
潟
市
立
濁
川
小
学
校　

６
年

�

五
十
嵐　

仁
悠 

さ
ん

新
潟
県
連
会
長
賞

燕
市
立
燕
東
小
学
校　

６
年

�

岩
本　

花
梨 

さ
ん


